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本日、議員の皆さんのご出席をいただき、６月の市議会定例会が開会

できますことをお礼申し上げます。 

 

【提出議案】 

さて、今期定例会にお願いします議案は専決処分の承認議案として 

「平成２４年度四万十市国民健康保険会計診療施設勘定補正予算」の 

１件、予算議案として「平成２４年度四万十市一般会計補正予算」など

２件、条例議案として「四万十市教職員住宅の設置及び管理に関する 

条例の一部を改正する条例」などの５件、また、その他の議案として 

「公の施設の指定管理者の指定期間の変更について」など３件のほか、

「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」に関す

る諮問案３件の計１４件となっています。このほかに報告事項が１１件

あります。 

なお、四万十市八反原排水ポンプ場に係る「工事委託契約について」

と「教育委員会委員の任命について」は、後日追加提案させていただき

ます。 

提出議案の詳細については後程、副市長からご説明しますので、私 

からは平成２３年度の決算概要、並びに３月定例会以降における主要 

課題等への取り組みについてご報告します。 

 

【決算概要】 

はじめに平成２３年度の決算概要です。数字は万円の概数で示します。 
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◎まず一般会計は 

     歳 入  ２０６億８，２１８万円 

     歳 出  ２０２億８，８６０万円 

収支は３億９，３５８万円の黒字ですが、２４年度へ繰り越した事業の

財源８，５９３万円を差し引くと、実質収支は３億７６５万円の黒字と

なりました。これは全額、減債基金に積み立てました。 

◎次に特別会計です。 

奥屋内へき地出張診療所会計は、１，０３９万円 

と畜場会計は、２億７，３０９万円 

幡多公設地方卸売市場事業会計は、１，９０３万円 

住宅新築資金等貸付事業会計は、２４７万円 

鉄道経営助成基金会計は、３億３，２６１万円 

農業集落排水事業会計は、４，６５４万円 

介護認定審査会会計は、９６０万円 

でいずれも歳入歳出同額です。 

◎国民健康保険会計事業勘定は 

     歳 入  ４３億４，４１９万円 

     歳 出  ４２億８，４６３万円 

収支は５，９５６万円の黒字で、全額を国保財政調整基金に積み立てま

した。 

◎国民健康保険会計診療施設勘定は 

     歳 入  ４億３，８６２万円 
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     歳 出  ５億７，４７３万円 

差し引き１億３，６１１万円の赤字です。この赤字は専決処分で２４年

度予算からの繰上充用により措置をしています。 

◎後期高齢者医療会計は、 

     歳 入  ４億４，０８７万円 

     歳 出  ４億３，８９９万円 

差し引き１８８万円の黒字ですが、出納整理期間内の保険料収入による

もので、全額を２４年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合に納付 

します。 

◎下水道事業会計は 

     歳 入  ９億５，９３９万円 

     歳 出  ９億５，９３７万円 

差し引き２万円の黒字ですが、これは全額２４年度へ繰り越した事業の

財源です。 

◎介護保険会計は 

     歳 入  ３１億８，２５３万円 

     歳 出  ３１億８，０３２万円 

差し引き２２１万円の黒字ですが、全額を２４年度へ繰り越し、介護 

従事者処遇改善臨時特例交付金の精算による返還金の財源となります。 

◎園芸作物価格安定事業会計は、 

     歳 入  ７９２万円 

     歳 出  ４８５万円 
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差し引き３０７万円の黒字ですが、価格差補給金の減少による余剰金で、

全額を２４年度へ繰り越し、園芸作物価格安定基金に積み立てます。 

◎簡易水道事業会計は 

     歳 入  ４億９，２６１万円 

     歳 出  ４億９，０６３万円 

差し引き１９８万円の黒字ですが、これは全額２４年度へ繰り越した 

事業の財源です。 

◎続いて企業会計です。まず水道事業会計は損益計算で 

収 益   ４億 ２，３０５万円 

費 用   ３億 ５，５６１万円 

差し引き６，７４４万円の黒字です。また資本的収支は 

収 入      ８，９７３万円 

支 出   ２億 ７，０７９万円 

差し引き１億８，１０６万円の不足で、これは当年度分消費税資本的 

収支調整額、減債積立金、当年度損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金

で補填しました。 

◎病院事業会計は損益計算で 

収 益  ２０億 ３，８０５万円 

費 用  ２０億 ９，３１６万円 

差し引き ５，５１１万円の赤字です。 

この結果、累積で１２億６，９８３万円の未処理欠損金となり、全額

翌年度への繰り越しとなりました。また資本的収支は 
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収 入   ２億 ６，１３８万円 

支 出   ６億 ４，９７４万円 

差し引き３億８，８３６万円の不足を生じましたが、この不足額は 

当年度分消費税資本的収支調整額、繰越工事資金及び当年度分損益勘定

留保資金で補填しました。 

以上が平成２３年度の決算概要です。 

 

続きまして、３月定例会以降における主要課題等への取り組みについ

てご報告します。 

 

【津波浸水想定】 

３月３１日、内閣府が設置した有識者による「南海トラフの巨大地震

モデル検討会」における震度分布および津波高の推計結果として、本市

の最大津波高は２６.７ｍという数値が発表されました。 

この公表数値は、東日本大震災の教訓を踏まえ、あらゆる可能性を 

考慮し推計したもので、「発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大

な被害をもたらす最大クラスの津波」に相当するものとなっており、 

また、特に注目しなければならない点として、「今回の推計は、現時点の

最新の科学的知見に基づき、最大クラスの地震・津波を想定したもので

あって、南海トラフ沿いにおいて次に起こる地震・津波を想定したもの

ではない。また何年に何％という発生確率を念頭に地震・津波を想定 

したものでもない」という点があげられます。 
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この内閣府の公表データを基に、５月１０日に高知県が発表した津波

浸水想定は、県内で最も影響の大きい４つのケースのうち、甚大な被害

の発生を想定した２つのケース（本市２３.１ｍ）で推計されたもので 

あり、本市での最大津波高である２６.７ｍとなるケースは含まれており

ませんでしたので、４つのケースで推計したものを早期に公表するよう

高知県に求めてきました。 

こうした中、６月１日に県より４つのケースで推計した新たな津波 

浸水想定が公表され、前回と比較すると本市における浸水区域の広がり

や、浸水がより深くなった箇所が見られるという結果となりました。 

今秋には、さらに精度の高いデータが公表される予定となっています

ので、内容がわかり次第、市民の皆さんへお知らせしたいと考えていま

す。 

 

【津波避難計画等】 

本市では、津波避難計画を見直すために、昨年度から下田、八束地域

など、津波被害が予測される地区を対象にワークショップ（計画づくり

の共同作業）を行っています。 

これは、区長や自主防災会、学校・保育所の職員、ＰＴＡ、消防団員

など地域の皆さんに参加いただき、津波による浸水予測区域を踏まえて、

避難場所の高さは十分か、避難路は安全か、実際に現地も見ながら、 

住民の目線で問題点を探り、津波避難の課題を整理していくもので、こ

れまで個別地区単位では、竹島、松ノ山、下田、串江で開催しています。 
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今後は、国、県が秋に発表する最終の津波浸水想定のデータなども 

考慮のうえ、本年度中に下田、八束の全地区と古津賀で津波避難計画を

策定する予定です。他の津波浸水域の想定地区においても、順次策定 

してまいります。 

また、これらの地震・津波対策を推進するうえで専門的な立場から 

指導・助言を頂くため、幡多の地理や過去の地震に詳しく、本市でも 

市民大学など二度講演を頂いた実績のある、独立行政法人建築研究所 

特別客員研究員都司
つ じ

嘉宣
よしのぶ

先生（元東京大学地震研究所准教授）に四万十

市地震津波対策アドバイザーとしてご協力いただきたいと考えておりま

す。 

 都司先生には、地震・津波対策事業の企画立案や推進に関すること、

地域防災計画や津波避難計画の策定に関すること、講演などでの市民 

啓発に関すること、地震・津波に関する歴史や文献に係る資料やデータ

の提供に関することなどをお願いし、四万十市の地震・津波対策の一層

の強化を図りたいと考えております。 

 

【幡多広域南海地震対策連絡協議会】 

南海トラフ巨大地震の発生に備え、本市の呼びかけで幡多広域内の 

市町村で組織する「幡多広域南海地震対策連絡協議会」（会長四万十市長）

を５月２８日、設立しました。 

この協議会は、国土交通省中村河川国道事務所、国土交通省中筋川 

総合開発工事事務所、高知県危機管理部、高知県幡多土木事務所及び 
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幡多郡内の消防本部にオブザーバーとして加わっていただき、地震・ 

津波に関する情報を共有するとともに、広域での対応を協議、検討する

場として県下では初めて組織され、幡多地域の市町村が抱える課題等を

広域的視点で解決していく組織となるものです。本協議会の設立にあわ

せ、今後は民の組織として「（仮称）幡多地区自主防災会連絡協議会」の

設立も働きかけを行い、民と官が連携した広域的組織づくりを行ってい

きます。 

 

【観光振興】 

３月１０、１１日に開催した「菜の花の宴」には市内外から約３千人

の方が訪れ、たくさんの方にヤナギ林と菜の花を楽しんでいただきまし

た。今年は、団体のツアー客も多く期間中は約１万６千人の方々で賑わ

いました。 

また、ゴールデンウィークに運行した中村、江川崎間を走る「四万十

川周遊川バス」も大変好評で、夏休み期間中も予定していますので、 

今から夏に向けて四万十川を中心に、多くの観光客で賑わうことと期待

しています。 

平成２３年に四万十市を訪れた観光客は、推計で約１３４万８千人と、

龍馬伝効果で飛躍的に増加した前年と比べて９２％と減少していますが、

前々年比では１４０％となるなど、入込客は年々増加傾向にあります。 

また、宿泊人数については、約１７万５千人で、前年比９３％になっ

たものの、入込数に対する宿泊人数の割合は１３％と若干上昇しており、
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通年型の花のイベントである「四万十川花絵巻」などの取り組みが徐々

に定着してきたものと考えますが、まだまだ通過型観光地となっており、

宿泊者を増やすことが大きな課題となっています。 

このため、おもてなしの心で滞在客に満足度を与える「玉姫様の通行

手形」や、「四万十川花絵巻」に夜のイベントを実施するなど滞在型観光

地に向け、取り組んでいるところです。 

加えて、昨年度掘り起こした地域資源と宿泊を連動させたモニター 

ツアーを作るほか、幡多地域や四万十川流域における自転車ならではの

観光スポットの開発とルートづくりによるレンタサイクル事業の充実な

ど、新たな取り組みにより観光客の滞在時間の延長を図りながら、宿泊

を伴う通年型・滞在型の観光の充実に努めてまいります。 

併せて、今年度は、いちじょこさん１５０周年記念事業のひとつとし

て全国京都会議を誘致し、１１月２２、２３日に開催します。期間中は

全国から加盟団体をお迎えすることとしていますので、この機会を捉え、

四万十川の清流と小京都中村の歴史、文化を発信していきたいと考えて

います。 

 

【雇用対策】 

これまで四万十市では、国の事業を活用し平成１８年度から３年間、

観光をテーマに「地域提案型雇用創造促進事業」を実施し、１００名の

雇用創出目標に対し、１１０名の雇用創出実績を、また平成２１年度か

ら３年間は有機農業を柱として「地域雇用創造推進事業」「地域雇用創造
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実現事業」を実施し、３年間で１５２名の雇用を創出する目標に対して

１８０名の実績で１１８％の達成率を残すことが出来ました。 

この６年間の取り組みを踏まえ、より効果的に雇用対策を推進する 

ため、「実践型地域雇用創造事業」を国に申請し、今年の５月に採択を 

受けたところです。 

今回の事業は「豊かな自然・豊かな資源・豊かな人材が融合するまち 

四万十」をタイトルに、四万十地域の特産品開発を事業の柱に据え、 

地域振興と雇用創出を図っていきます。四万十市雇用創造促進協議会が

実施主体となり、事業費は３年間で約１億８千万円を予定、全額国費で

対応します。３年間での雇用創出は１４０名を予定しています。 

また、当協議会の事務所は現在の公設市場から天神橋商店街アーケー

ド内の空き店舗に移転します。市との連携がとりやすくなることや、 

協議会の事業推進員さんたち８名が勤務することとなり、街中の賑わい

づくりにも効果が期待できます。 

 

【旧土豫
ど よ

銀行跡地の利活用】 

昨年度の図面復元及び耐震診断委託業務の結果などを踏まえ、既存 

建物の改修の方法ではなく、取壊しを前提に中心市街地の活性化のため、

利活用の検討に取り組むこととしました。 

耐震診断の計算結果は、耐震判定指標の半分程度の強度しかなく、 

補強工事を実施するとなると、引き続き、詳細な診断及び補強設計調査

を実施することになりますが、この場合、梁・柱を繋ぐ鉄筋の施工状態
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を見るため、一部を削り取る必要があります。 

建物の取壊しを前提とするポイントは、この詳細な調査により、重要

な構造部分にダメージを与えることとなり、建物そのものが相当に危険

な状態になることが指摘されています。また、１階の床面積は約１９３

㎡で、耐震補強工事で内壁を厚くした場合に、活用できる面積に制限を

受ける可能性も高く、白紙の状態から利活用の検討を始める方が、メリ

ットが大きいと判断しました。 

今後は、市が中心となり地元地区や商店街関係者の皆さんなどと共に

利活用策を検討する体制を整えていきます。 

 

【保健・医療・福祉連携事業】 

今年度、子どもから高齢者まで全ての市民が住みなれた地域において、

健康で安心して、生き生きと暮らせる環境を提供する「健康・福祉地域

推進事業」を開始しました。 

現在、この事業には市内８３の地区等からご賛同をいただき、地区 

健康福祉委員会を設立すると共に、地域それぞれにおいて高齢となって

も元気に過ごすことが出来るような地域づくりに取り組んでいただいて

いるところです。 

この事業は、①健康づくり事業、②介護予防、高齢者・障害者生きが

い交流事業、③支えあいの地域づくり事業、の３つの事業から構成され

ています。 

このうち「健康づくり事業」と「支えあいの地域づくり事業」につい



 １２

ては、直接「健康」や「地域づくり」に結びつくことから地域の関心が 

強く、実施する地区が当初の見込みより多くなったことから、今期定例

会に所要の経費を補正予算でお願いをしています。 

今後は、実施地区における事業の進行状況の把握等を行うと共に、 

未実施の地区等には、直接、地域へ出向くなど更なる事業の拡充を行う

こととしております。 

 

【ねんりんピックよさこい高知２０１３】 

２５年１０月に本市で開催されるグラウンド・ゴルフ交流大会を円滑

に運営するため、５月１０日に大会運営に携わる関係団体の代表者で 

構成する「ねんりんピックよさこい高知２０１３四万十市実行委員会」

を設立しました。 

期間中は、全国から４００人以上の選手をはじめ、役員、観客など 

多くの関係者が来市される予定ですので、おもてなしの気持ちで歓迎 

するとともに参加者との交流を図り、心に残る大会となるよう準備を 

進めてまいります。 

また、今大会が、市民の健康づくりや社会参加促進のための新たな 

契機となるような大会運営に努めてまいります。 

 

【地域おこし協力隊】 

高齢化や若者流失による人口減少に直面している中山間地域の担い手

不足を補うため、国の制度を活用して地域おこし協力隊（ふるさと応援
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隊）の募集を行なってきました。募集は、３月下旬から広報やホームペ

ージで告知したのを皮切りに、県を通じてマスコミへの情報提供、東京・

大阪での説明会への参加など、幅広く呼びかけた結果、国内外から２１

名の応募がありました。 

応募者の多くは、本市の豊かな自然に魅力を感じておられ、「四万十川

だけでなく山や海も素晴らしく、日本の原風景がある」、「心休まる土地

柄で環境がよく子育てに最高である」といった声があるなど、本市の 

強みが人々を惹きつけるということを改めて感じたところです。 

現在、３名を委嘱するための選考作業を進めている段階ですが、併せ

て、各区長や分館長に対しても８月からの活動に備え、隊員に取り組ん

でもらいたい地域協力活動についての調査もお願いするなど、早い段階

から各集落の課題を意識した活動に取り組めるよう所要の準備も並行 

しているところです。 

協力隊員には将来的には市内へ定住し、地域産業や伝統文化の担い手

として活躍してくれることを期待するものですが、まずは地域の魅力の

再発見や元気づくり、更には集落機能を維持する様々な活動等に取り組

んでいただきたいと考えています。 

 

【ふるさと応援団】 

市の情報発信交流事業として、一昨年８月、インターネット等を通し

て募集を開始した「四万十市ふるさと応援団」は、このほど団員数が 

１，０００人を超え、５月末で１，０２０人になりました。 
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また、同時にふるさと納税（応援寄付金）も累計１，０００万円を 

超え、１，０１３万円（２０１件）になりました。 

応援団員や寄付者の大半は、本市出身者でないことが特徴であり、 

観光やイベントで本市を訪れたことがある方々を中心に、本市の自然、

歴史、文化等に関心をもっている「四万十ファン」が多いことがうかが

えます。 

昨年１２月には、大阪でこうした団員との交流会を開きましたが、 

今月３０日には、東京でも「交流会in東京」と銘打って、交流会を開き

ます。東京での交流会は、このほど関東在住の本市出身者が中心になっ

て結成をした「関東幡多四万十会」の第１回懇親会に合流をする形で 

開くことにしています。 

人と人が交われば新しい何かが生まれ、可能性が広がります。こうし

た交流事業を通して、移住促進や地域活性化につなげていきたいと思っ

ています。 

なお、本市の人口の動態別推移では、平成２３年度、四万十市になっ

て初めて転入が転出を上回り（社会増５７人）、人口減少数が逓減をし

てきています。 

 

【市民大学】 

第３１回目となる今年の市民大学は、「ふるさとに学ぶ」をテーマに

して開講します。 

今年は「いちじょこさん１５０年」に当たることもあり、いま一度、
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地元の歴史や文化を考えるとともに、いまの生活や地域をどう守ってい

かなければならないか、産業振興や保健・医療・福祉等のあり方につい

ても、考えていただきたいと思っています。 

小京都中村の歴史的意義や、かつての西土佐村での保健衛生活動など

をテーマにした、６つの講座を用意します。 

また、秋には、「映像の幡多」と題して、過去に幡多地域を舞台にし

てロケを行った映画４本を上映します。映画という映像の中に残ってい

るかつての幡多の風景等をみながら、いまの時代がもつ意味を考えても

らいたいと思っています。市民だけではなく、広く幡多地域の皆様にご

らんいただけることを、期待しています。 

 

【学校再編の取り組み】 

新設となりました西土佐小学校では、４月９日に始業式を行い、全児

童１４１名が新たな学校生活をスタートしました。また、４月２９日に

は、児童をはじめ、多くの皆様の出席をいただき、開校式典を執り行い

ました。 

西土佐小学校は、長い歴史と伝統に培われたそれぞれの小学校の校風

を引き継ぎながら、再編校として新たなスタートをきったわけですが、 

今後、様々な教育活動を展開する中で心身共に健やかな子どもたちの 

成長を担う、名実ともに西土佐地域の小学校となるよう取り組んでいき

ます。 

中村地域では、今年３月に、８中学校区（中村中学校、中村西中学校
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を除く）で保護者を対象に１回目の懇談会を開催しました。今後、一定

期間をかけ、保護者や地域の皆様の意見等をお伺いする中で、中村地域

の実情にあった再編計画の策定に取り組んでまいりたいと考えます。 

また、児童数の減少に伴い、複式学級が常態化している田野川小学校

については、昨年度から保護者や地域の皆様との懇談会を行い、意見等

をお伺いしてきたところですが、５月８日、校下３地域の皆さんを対象

に説明会を行い、先に保護者の総意として提出されていました「田野川

小学校統合（休校）に関する要望書」どおり、平成２５年４月から中村

小学校へ統合することに関して一定了解をいただくことができました。

残り１０カ月程となりましたが、今後は、現在行っている２校間の交流

事業をより具体的に進め、スムーズな統合に向けて取り組んでまいりま

す。 

 

 以上で、平成２３年度の決算概要並びに３月定例会以降における主要

課題等への取り組みについての報告を終わります。 

 


